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公益社団法人群馬県歯科医師会役員報酬支給規則 

（目的） 

第１条 この規則は、公益社団法人群馬県歯科医師会（以下、「本会」という。） 

定款第３０条の規定に基づき、本会役員に支給する報酬の額ならびに支給方法

等を定め、その適切な運用を図ることを目的とする。 

（支給） 

第２条 理事及び監事に対しては総会で定める総額の範囲内で、報酬として支

給する事が出来る。 

２ 役員には、職務遂行に関する費用弁償をする事ができる。支給基準につい

ては理事会でこれを定める。 

（支給の対象） 

第３条 この規則により報酬の支給を受ける者は、定款第２３条に規定する役

員とする。

（報酬の額） 

第４条 報酬基礎額は月額とし、次の通りとする。 

（１）会 長  １１５，０００円 

 （２）副 会 長   ６５，０００円 

 （３）専務理事   ８５，０００円 

 （４）常務理事   ６５，０００円 

 （５）理 事   ５０，０００円 

 （６）監 事   ２０，０００円 

（報酬の支給時期） 

第５条 報酬は９月及び３月に６か月分をまとめて支給する。 

（中途退任者の支給方法） 

第６条 任期の途中で退任した役員の報酬は、退任した日の属する月の報酬ま

で支給する。 

（死亡した役員の報酬の受取人） 

第７条 在任中死亡した役員の報酬は、遺族に支給する。 

（規則改廃の手続） 

第８条 この規則は、総会の決議によらなければ改廃することができない。 

附 則 

１ この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律第１２１条第１項において読み替えて準用する同法第１０６条第

１項に定める一般法人設立の登記の日（平成２５年４月１日）から施行する。 



２ この規則は、認定法第４条の認定を受けた日（平成２７年４月１日）から

施行する。 

３ 令和４年３月３日臨時総会決議により改正後の規則は、令和４年４月１日

から施行する。
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公益社団法人群馬県歯科医師会役員退職金支給規則 

（目的） 

第１条 この規則は、公益社団法人群馬県歯科医師会（以下、「本会」という。） 

定款第３０条の規定に基づき、本会役員に対する退職金の支給基準を設け、

その適切な運用を図るために定めるものである。 

（支給の対象） 

第２条 この規則により退職金の支給を受ける者は、定款第２３条に規定する

役員とする。

（退職金の原資） 

第３条 退職金を支給するため、毎年一定の額を積立て、これを役員退職積立

金とする。 

２ 積立金の額は毎年予算をもって決定する。 

３ 積立金は他に充当することができない。 

（支給） 

第４条 退職金は次の各号の一に該当する者に支給する。 

 （１）任期を満了した者 

 （２）在任中死亡した者 

 （３）辞任届を提出し受理された者 

（額の算定基準） 

第５条 退職金の算定基礎額は、次の各号に定める金額に在任年数を乗じて算

定する。但し、在任年数の計算に当って１年未満の端数（月数）を生じた場

合には、その月数を１２で除した数を小数点以下２桁において四捨五入して

年数に加え、その数を在任年数とする。

 （１）会 長   ９００，０００円 

 （２）副 会 長   ２４０，０００円 

 （３）専務理事   ４００，０００円 

 （４）常務理事   １７０，０００円 

 （５）理 事   １５０，０００円 

 （６）監 事    ７０，０００円

（支給の時期） 

第６条 退職金は役員退職後１か月以内に支給するものとする。 

（死亡した場合の受取人） 

第７条 死亡した者に対する退職金は、遺族に支給する。 

（規則改廃の手続） 

第８条 この規則は、総会の決議によらなければ改廃することはできない。 



附 則 

１ この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律第１２１条第１項において読み替えて準用する同法第１０６条第

１項に定める一般法人設立の登記の日（平成２５年４月１日）から施行する。 

２ この規則は、認定法第４条の認定を受けた日（平成２７年４月１日）から

施行する。 


